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③ガバナンス改革 
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（３）成果の概要 

ア、マネジメント改革 

経費の削減（５年間の削減額８９６１億円）、職員数の削減（５年間で８６

２３人削減）、給与の削減（政令指定都市の中で最大の削減率、１９政令指定

都市中、下から２番目の給与水準までに減少）、市債残高の削減（５年間で約

４０００億円削減）、外郭団体の改革（団体数を２８団体、委託料を４１７億

円削減、派遣職員１６５１人引揚げ）をそれぞれ達成した。 
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イ、コンプライアンス改革 

「情報公開推進のための指針」「説明責任を果たすための公文書作成指針」

等の情報公開に関するルールを定めたうえ、情報公開室の設置（平成２０年

４月）、財務情報の開示等をおこなった。これらの取組等により、全国市民オ

ンブズマン連絡会議による情報公開度ランキングではトップクラスを維持

するに至った。 

また、総務局法務監察室の設置や「公益通報制度」を創設し（平成１８年

４月）、「職員等の公正な職務の執行の確保に関する条例」を施行する等して、

内部統制体制を整備した。 

 

ウ、ガバナンス改革 

経営体制の再構築という観点からは、最終的な意思決定の場である都市経

営会議の活性化に向けた議論・情報共有の場として、執行会議を設置（平成

２２年６月に「政策会議」に移行）した。また、市長の経営補佐機能を再編

し、政策企画室、情報公開室を新設し、市政改革室を独立部局化したほか、

関係局によるプロジェクトチームを適宜設置した。 

区政改革という観点からは、日曜開庁やワンストップ窓口（一部）を実現

させた。 

また、健全な労使関係の構築という観点から、労使交渉に関するガイドラ

インを策定し、組合との交渉内容をホームページにて公開する等した。  
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２ なにわルネッサンス２０１１ ―新しい大阪市を作る市政改革基本方針― 

（１）経緯 

大阪市の人口については、１５歳未満人口割合が著しく低下し、６５歳以

上の人口割合が著しく上昇するなどの少子高齢化も進行、大阪からの大企業

の本社機能ないし中枢管理機能の流出、東京一極集中などを原因に、中小製

造業や小規模小売業が不振の度を増し、その事業所数が減少するなどして、

法人税収の減収も予測された。 

さらに、平成２０年秋に米国のサブプライムローンの顕在化によるリーマ

ン・ブラザーズの経営破綻に端を発する世界的な景気悪化によって、大阪市

の財政収支は、一層の税収減と失業者の増加などによる扶助費の増大により、

そのまま推移すれば平成２１年度から平成２９年度の９年間で２６００億

円の累積赤字となる見通しとなった。 

このような状況下にて、大阪市は、①危機的な財政収支状況を克服すると

ともに、②必要な公共サービスを確保し、都市の持続的発展のための確固た

る財政基盤を確立、抜本的・総合的な取組みを課題とした。 

そこで、大阪市は、平成２２年１０月に（仮称）「新しい大阪市をつくる市

政改革基本方針 Ver.1.0」（素案）、平成２３年２月には（仮称）「新しい大阪

市をつくる市政改革基本方針 Ver.1.0」（案）－なにわルネッサンス２０１１

－を公表し、平成２３年３月に「なにわルネッサンス２０１１－新しい大阪

市をつくる市政改革基本方針－」を策定した。 

 

（２）概要 

「なにわルネッサンス 2011－新しい大阪市をつくる市政改革基本方針－」

は、自らの地域のことは地域の担い手が決めるという観点から、必要な公共

活動の担い手を、行政、企業等、地域団体等に限定することなく、市民やＮ

ＰＯも協働し、社会全体で公共を支える取組みを進めることを、上記課題解

決のための基本的な考え方とし、①大都市大阪市の地域力の復興と公共の再

編、②区役所・市役所力の強化、③持続可能な大阪市を支える行財政基盤の

構築を３つの幹とした。 

その概要は以下のとおりである。 

 


